
                       平成27年１０月1日から 
 離職看護師等の届出制度が始まりました 

 

   
 

 

  
 
   看護師等の届出サイト 「とどけるん」  
  こちらから → https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/ 
                          ◆   お問い合わせ：千葉県ナースセンター  ☎ 043-247-6371 
                                                                                                              E-mail: chiba@nurse-center.net 
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   「離職看護師等の届出制度」の概要 

 

   
 

 

  

 
 
 

  
 

 

【対象者】  保健師、助産師、看護師、准看護師の免許保持者 
 

  ○人確法で努力義務となる場合 
   ①病院等を離職した場合 
     「病院等」には病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う 
      事業所が含まれます。 

   ②保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合 
      どんな場所で働いていても看護職が仕事を辞めた場合は、全て届出の対象となります。 
      また、看護学校の教員、行政職や研究職など、保健師助産師看護師法に基づく業に 
     従事していない場合 も対象です。 

   ③免許取得後、直ちに就業しない場合 
      進学や留学などで看護師等の免許取得後に従事しない場合も対象です。 

   ④平成27年10月1日において、現に業務に従事していない免許保持者も対象と 
      なります。 
 
      

 
 
                       
 
 

    
 
 

◇◆看護師等の届出サイト 「とどけるん」 登録の流れ◆◇ 
  ①「とどけるん」より必須項目入力(氏名・メールアドレス等) → 送信 (β) 

    β＜ご注意＞ 送信時にナースセンターのドメインが迷惑メールとして認識される場合があります。 以下のドメインを「受信リスト」に追加してください。 
                ドメイン:  nurse-center.net            

   ②入力いただいたメールアドレスにナースセンターよりID申請メールを送信します。 
    βナースセンターから30分以上経ってもメールが届かない場合は、千葉県ナースセンターへご連絡ください。 

       ③ナースセンターから受け取ったメールに書かれているＩＤ/(仮)パスワードを利用し、専用のログインページから届出登録を 
    行ってください。 

   「とどけるん」こちらから → https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/ 

                                  ◆   お問い合わせ：千葉県ナースセンター  ☎ 043-247-6371 
                                                                                                                      E-mail: chiba@nurse-center.net 
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